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第4回協議会（令和7年8月5日）では、清州橋通り(靖国通り以南)のバス

停上屋設置についてや意見聴取結果、植替樹種などについて話し合いを行

いました。

今回は、第5回沿道協議会（令和7年12月18日）で話し合われた内容につ

いてご報告いたします。

バス停上屋設置について

(裏面もご覧ください）

＜東京都交通局 意見＞
様々な利用者からのご要望もあり、都内で
は出来るだけ上屋を設置しているので、
3箇所設置したい。

＜第5回協議会の委員のご意見＞
清洲橋通りは南北の道路で陽が当たるため、
バス停に上屋があり少しでも休めるような
場所があるのはにとってはありがたい。

バス上屋設置無し

バス上屋設置イメージ

前回協議会からの変更箇所について

現 況

計画（案）

前回の協議会から、計画が変更された箇所について報告がありました。

主な変更点は２つです。

・沿道に車乗入部の利用状況をヒアリング等により調査した結果を設計に反映した。

・警察との協議により、東神田交差点清洲橋通り方向の通行方法について、現況と同様とする。

協議会の議論にて
上屋は３か所設置 で合意。

(最新計画) (当初計画) 
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事務局担当

〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 ＴＥＬ：03-5211-4240

千代田区 環境まちづくり部 道路公園課 計画・設計係   ＦＡＸ：03-3221-3410

担当者：梅本、西川、野見山   Ｅ-mail：dourokouen@city.chiyoda.lg.jp

協議会で頂いた主なご質問・ご意見

植替街路樹（案）について

前回協議会で常緑ヤマボウシで合意済。
 現在の高木植栽（イチョウ）について
は、移植可能な５本を千代田区内に移
植する。 残りの22本は撤去し再資源化
処理を行う。

高木について

植樹帯について

高木植栽のイメージ
<常緑ヤマボウシ>

＜第5回協議会の委員のご意見＞
・ゴミの投げ捨てによる掃除が大変なので低木を無くしてスッキリさせても良い。
・緑の無い歩道というのも寂しい感じがする。
・地被類のように背が低いものであればゴミが埋もれることもないのでは。

前回の協議会にて、植樹帯内の低木植栽についてはオオムラサキツツジの様な低木や地被類が考えられ

るが、ゴミの投げ捨てなどを考えると植栽帯は無くてもスッキリしてよいと思うという意見があり、町会

のご意見も含め、今回の協議会で議論致しました。

協議会の議論にて
低木（地被類） 設置で合意。
シバザクラで合意

＜決定理由＞
・提案の4種類の中でも背丈が低く管理
がしやすい。
・祭りの時期に花が咲くのがよい。

整備事例：新荒川大橋緑地(東京都 北区)

＜地被類の候補(案)＞
・ヤブラン
◎シバザクラ
・ヒメイワダレソウ
・フッキソウ

シバザクラ（参考写真）

地被類について

第5回協議会で頂いた、他ご質問・ご意見と回答を以下に示します。（区：千代田区、委：委員）

①整備スケジュールについては、議会の承認を得る必要があるので令和8年9月頃着工し、令和9年度中に

竣工の予定となる。（区）

②神田豊島町町会の掲示板が無いので、これを機会に設置したい。（委）

⇒町会掲示板については、和泉橋出張所へ申請頂き設置場所については交通状況を考慮して調整の上決め

させて頂く。（区）

③次回の沿道協議会については、工事業者が決まり工事着工前に開催したいと考える。（区）
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